
 

印西市では、マンション管理士を派遣して、専門家の見地から各組合の個別の事情に合わせた相談等を 

行っています。是非、本事業を活用してください。 

 

１. ご相談いただける内容（実際の計画作成等は行いません） 

・管理組合の設立、運営、組織、管理規約等に関すること 

・管理費、修繕積立金等の財務に関すること、滞納の催促等に関すること 

・管理業務委託の仕方、契約等に関すること 

・長期修繕計画の見直し、修繕積立金の設定等に関すること 

・建物、設備等の劣化診断、耐震診断、契約方式その他修繕工事に関する 

 こと 

・関連法規、マンション管理標準指針及び標準書式等の説明 

・その他管理、運営など管理事務に関すること 

・マンション管理の簡易自己診断と改善事項等についての支援 

・セミナーの出前開講 

 

２. 費用について 

無料です。 

 

３. 派遣の対象となる方 

  印西市内の分譲マンションの区分所有者で構成される管理組合 

 

４. お申し込み方法 

別紙第 1 号様式（申請書）に必要事項を記載し、令和 5 年１1 月 30 日（木）（消印有効）までに下記

お問い合わせ先へお申し込みください。 

 

５. 相談時間等 

管理組合様の指定された日時、場所にマンション管理士と調整の上、派遣します。 

１派遣あたり３時間程度です。 

 

６. 派遣期間 

令和 6 年１月３１日（水）までです。なお、派遣予定数（８組合）を超えた時点で受付終了となります

ので、ご了承ください。2 回目の派遣をご希の場合は、下記お問い合わせ先へご相談ください。 

 

お問い合わせ先 

〒270-1396 印西市大森 2364 番地２ 

印西市都市建設部建築指導課住宅係   メールアドレス kentikusidouka@city.inzai.chiba.jp 

電話 0476-33-４６５７ ホームページ http://www.city.inzai.lg.jp 

【注意事項】 

次に関する内容については、 

この事業では実施できません。 

• 測定器具等を使用した建物等

の測定、劣化診断、耐震診断等

の実施 

• 修繕計画、管理規約、設計図書

等の作成 

• 専門委員会、マンション建替組

合への参加 

• 具体的な見積り等の比較検討 

• 工事及び維持管理業務の受注

及び発注業者の紹介 

• 管理組合又は区分所有者間の

紛争の解決や権利調整の実務 


